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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月26日(2019.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の開始ねじ山経路であって、大輪郭、小輪郭、ピッチ、および第１のねじ山区画輪
郭を有する、第１の開始ねじ山経路、
　少なくとも第２の開始ねじ山経路であって、大輪郭、小輪郭、ピッチ、および第２のね
じ山区画輪郭を有する第２の開始ねじ山経路、
を含み、
　前記第１のねじ山区画輪郭および前記第２のねじ山区画輪郭は異なっていることを特徴
とする、医療用デバイスコネクタにおける使用のための複数の開始ねじ山パターン。
【請求項２】
　前記第１および第２の開始ねじ山経路は、同等のピッチを有し、ならびに大輪郭および
前記第１および第２の開始ねじ山経路の前記ピッチと実質的に同等のピッチを有する二次
的な医療用デバイスコネクタの補完ねじ山と相互作用するように構成されていることを特
徴とする請求項１に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項３】
　前記補完ねじ山が前記第１および第２の開始ねじ山経路に係合されているときに、第１
のらせん状空所は、補完ねじ山および前記第１の開始ねじ山経路によって取り囲まれた空
間によって形成され、ならびに第２のらせん状空所は、前記補完ねじ山および前記第２の
開始ねじ山経路によって取り囲まれた空間によって形成され、前記第２のらせん状空所は
、前記第１のらせん状空所よりも大きいことを特徴とする請求項２に記載の複数の開始ね
じ山パターン。
【請求項４】
　前記第１の開始ねじ山経路および前記第２の開始ねじ山経路は、それぞれの谷区画輪郭
およびそれぞれの山区画輪郭をさらに含み、前記それぞれの谷区画輪郭は、実質的に同様
であり、および前記それぞれの山区画輪郭は、実質的に異なっていることを特徴とする請
求項１から３のいずれか１項に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項５】
　前記第１の開始ねじ山経路および前記第２の開始ねじ山経路は、雌ねじ山パターンを形
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成し、ならびに前記二次的な医療用デバイスコネクタの前記補完ねじ山は、雄ねじ山パタ
ーンを有することを特徴とする請求項２に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項６】
　前記第１の開始ねじ山経路および前記第２の開始ねじ山経路は、雄ねじ山パターンを形
成し、ならびに前記二次的な医療用デバイスコネクタの前記補完ねじ山は、雌ねじ山パタ
ーンを有することを特徴とする請求項２に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項７】
　前記第２の開始ねじ山経路は、実質的に接線方向に前記補完ねじ山と相互作用すること
を特徴とする請求項２、５または６に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項８】
　前記第１の開始ねじ山経路は、実質的に前記補完ねじ山と係合するように、前記補完ね
じ山と相互作用することを特徴とする請求項２、５または６に記載の複数の開始ねじ山パ
ターン。
【請求項９】
　前記第１および第２の開始ねじ山経路は、実質的に同等のピッチを有することを特徴と
する請求項１に記載の複数の開始ねじ山パターン。
【請求項１０】
　請求項３に記載の複数の開始ねじ山パターンを組み入れたキャップであって、
　前記キャップは、内部空洞をさらに含み、および前記キャップの近位端から前記内部空
洞への空気流経路は、前記補完ねじ山が前記複数の開始ねじ山パターンと係合していると
きに、前記第１および第２のらせん状空所によって形成されることを特徴とするキャップ
。
【請求項１１】
　前記内部空洞内において本質的に前記キャップの遠位端で保持される消毒剤保持部材を
さらに含むことを特徴とする請求項１０に記載のキャップ。
【請求項１２】
　前記内部空洞は、前記第１および第２の開始ねじ山経路を有しならびに前記二次的な医
療用デバイスコネクタを受け入れる内側表面を含むことを特徴とする請求項１０に記載の
キャップ。
【請求項１３】
　前記内側表面は、前記キャップの前記近位端において、より大きい横断面を有する本質
的に円錐台状の内部空洞を形成することを特徴とする請求項１２に記載のキャップ。
【請求項１４】
　前記内側表面は、前記二次的な医療用デバイスコネクタの前記補完ねじ山の前記大輪郭
よりも大きい横断面を有する本質的に円筒状の内部空間を形成することを特徴とする請求
項１２に記載のキャップ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　高いコストおよび高い関連死亡率を伴うインパクトの強いイベントであるカテーテル関
連血流感染（ＣＲＢＳＩ）の件数を減少させるために、消毒キャップが特許文献２として
発行される特許文献１に最初に開示され（その両方の開示全体は、参照によって本明細書
中に組み込まれる）および市場に紹介されて以来、ニードルレスコネクタ消毒キャップ空
間は急速に拡大し続けている。特許文献２に開示されるもののような消毒キャップは、図
１Ａおよび図１Ｂに図示されており、そこでキャップ１は、消毒パッド２および蓋３を含
み、およびキャップ４は、消毒パッド５および蓋７ならびにニードルレスコネクタハブと
噛み合うためのその内周８上のねじ山６をも含む。図２に図示されるように、図１Ａおよ
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び図１Ｂのキャップ１および／またはキャップ４のような複数の消毒キャップ２３は、Ｉ
Ｖポール（IV pole）上にストリップ２２を吊るすための開口部２４を含むストリップ２
２上に配置され得る。ＩＶポール吊るしデバイス２１において、ストリップ２２は、取り
外されたキャップ２５がニードルレスコネクタ上にすぐに配置できるように、その上に配
置されたキャップ２３のための、例えば蓋３および／または７と同じ機能を有する、共通
の蓋としての役割を果たし得る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の別の態様に従って、キャップねじ山は、延長された部分がニードルレスコネク
タの頂部部分と接触するようにキャップねじ山がニードルレスコネクタと噛み合うときに
、逃げ空間がニードルレスコネクタの頂部部分の表面と開放底部との間に存在するように
、側壁によって形成された開放底部の下に延びる延長された部分を含み、それによって、
消毒スポンジの通気は、内部空洞への開口部を通って、本質的に、ニードルレスコネクタ
の相手機構の外部の周囲でおよび逃げ空間を介して、キャップハウジングの外部に向かっ
て生じる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明の別の態様に従って、底部部分の内側側壁表面によって形成された内部空洞への
開口部は、本質的に円形でありおよび開口直径を含み、ならびに開口直径は、前記開口直
径がハウジングの内側側壁表面とニードルレスコネクタとの間に通気間隙をもたらすよう
に、ニードルレスコネクタのフランジ直径よりも大きく、それによって、内部空洞への開
口部は通気間隙を含み、および消毒スポンジの通気は、内部空洞への開口部を通って、本
質的に、ニードルレスコネクタの相手機構の外部の周囲でおよび通気間隙を介して、キャ
ップハウジングの外部に向かって生じる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　本発明のさらに別の例示的な実施に従って、第１の開始ねじ山経路および第２の開始ね
じ山経路は、雄ねじ山パターンを形成し、および二次的な医療用デバイスコネクタの補完
ねじ山は雌ねじ山パターンを有する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　図３Ａ、図３Ｂ、および図４～図７に図示されるような本発明の実施形態の例示的な実
施によると、クロススレッドの消毒キャップ３００は、ニードルレスコネクタ９の先端部
またはハブ１２上に嵌合することができ、ならびに閉鎖頂部３２２、外側側壁表面３２０
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を有する本質的に円筒状の側壁３０４、およびニードルレスコネクタ９の先端部を受け入
れるためのハウジング３０２内部の内部空洞３２８への開口部３２６を有する開放底部３
２４、を含むハウジング３０２を含む。ハウジング３０２の側壁３０４によって形成され
た底部３２４は、平坦面３１０とキャップ３００の底部３２４との間に空間３７０が存在
するように、平坦ではない。内部空洞３２８は、アルコールに浸漬された消毒スポンジ３
８０を収容し、および側壁３０４の内側側壁表面３３０上のねじ山（または相手機構）３
４０を有する。キャップ３００のねじ山３４０の直径（大径３４５および／または小径３
４６）は、ニードルレスコネクタ９のねじ山（または相手機構）１３と対応しない。消毒
スポンジ３８０を含む内部空洞３２８を封止するために、取り外し可能なカバー３９９を
キャップ３００の底部３２４に取り付けることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　図８Ａから図１０に図示されるような本発明の実施形態の別の例示的な実施によると、
ねじ山大間隙（major gap）消毒キャップ８００は、ニードルレスコネクタ９の先端部１
２上に嵌合することができ、ならびに閉鎖頂部８２２、外側側壁表面８２０を有する本質
的に円筒状の側壁８０４、およびニードルレスコネクタ９の先端部を受け入れるためのハ
ウジング８０２内部の内部空洞８２８への開口部８２６を有する開放底部８２４を含むハ
ウジング８０２を含む。ハウジング８０２の側壁８０４によって形成された底部８２４は
、平坦面８１０とキャップ８００の底部８２４との間に空間８７０が存在するように、平
坦ではない。内部空洞８２８は、アルコールに浸漬された消毒スポンジ８８０を収容し、
側壁８０４の内側側壁表面８３０上のねじ山８４０を有する。消毒スポンジ８８０を含む
内部空洞８２８を封止するために、取り外し可能なカバー８９９をキャップ８００の底部
８２４に取り付けることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、および図１２に図示される本発明のまた別の例示的な実施による
と、ねじ山キャスタレーション（castellartion）設計の消毒キャップ１１００は、ニー
ドルレスコネクタ９の先端部１２上に嵌合することができ、ならびに閉鎖頂部１１２２、
外側側壁表面１１２０を有する本質的に円筒状の側壁１１０４、およびニードルレスコネ
クタ９の先端部１２を受け入れるためのハウジング１１０２内部の内部空洞１１２８への
開口部１１２６を有する開放底部１１２４を含むハウジング１１０２を含む。ハウジング
１１０２の側壁１１０４によって形成された底部１１２４は、開口部１１２６がニードル
レスコネクタ９の外側表面２５と気密封止を形成しないように、ディボット１１３６を有
する不規則な底部内側側壁表面１１３２を含む。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　図１３、図１４Ａおよび図１４Ｂに図示されるような本発明の実施形態のその上さらな
る例示的な実施によると、延長されたねじ山設計間隙の消毒キャップ１３００は、ニード
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ルレスコネクタ９の先端部１２上に嵌合することができ、ならびに閉鎖頂部１３２２、外
側側壁表面１３２０を有する本質的に円筒状の側壁１３０４、およびニードルレスコネク
タ９の先端部を受け入れるためのハウジング１３０２内部の内部空洞１３２８への開口部
１３２６を有する開放底部１３２４を含むハウジング１３０２を含む。内部空洞１３２８
は、上部領域１３１２および下部領域１３１４を含み、ならびにアルコールに浸漬された
消毒スポンジ１３８０を収容する。下部領域１３１４は、ニードルレスコネクタ９のねじ
山１３と係合するための側壁１３０４の内側側壁表面１３３０上の係合ねじ山１３４０を
含む。ねじ山１３４０は、延長された部分１３４８がニードルレスコネクタ９の頂部部分
２５と接触するようにキャップ１３００がコネクタ９上に搭載されたときに、ニードルレ
スコネクタ９の頂部部分２５の表面１３１０とキャップ１３００の底部１３２４との間に
空間１３７０が存在するように、ハウジング１３０２の側壁１３０４によって形成された
底部１３２４の下に延びる延長された部分１３４８を含む。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　図１５から図１９に図示されるような本発明の実施形態のまださらなる例示的な実施に
よると、消毒キャップ１５００は、ニードルレスコネクタ９の先端部１２上に嵌合するこ
とができ、ならびに閉鎖頂部１５２２、外側側壁表面１５２０を有する側壁１５０４、お
よびニードルレスコネクタ９の先端部を受け入れるためのハウジング１５０２内部の内部
空洞１５２８に対する開口部１５２６を有する開放底部１５２４を含むハウジング１５０
２を含む。内部空洞１５２８は、上部領域１５１２および下部領域１５１４を含み、なら
びにアルコールに浸漬された消毒スポンジ１５８０を収容する。ハウジング１５０２の側
壁１５０４によって形成された底部１５２４は、コネクタ９の先端部が少なくとも空洞１
５２８の下部領域１５１４内部と確実に係合しているときに開口部１５２６がニードルレ
スコネクタ９の外側表面２５と気密封止を形成しないように、内側側壁表面１５３２を有
するフレアー状底部部分１５９０を含む。消毒スポンジ１５８０を含む内部空洞１５２８
を封止するために、取り外し可能なカバー１５９９をキャップ１５００の底部１５２４に
取り付けることができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　例示的な実施において、内側側壁表面１５３２によって形成された内部空洞１５２８へ
の開口部１５２６は、本質的に円形であり、および、開口直径２６が内側側壁表面１５３
２とニードルレスコネクタ９の外側表面２５との間に通気間隙１５２７をもたらすように
、ニードルレスコネクタ９の外側表面２５のフランジ直径１５３３よりも大きい開口直径
２６を有する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　図１９に図示されるような本発明の実施形態のまださらなる例示的な実施において、キ
ャップ１５００の下部領域１５１４における内側側壁表面１５３０は、長手方向軸Ａに関
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して本質的に同一の傾斜または角度を有する本質的にねじ山１５４０全区画間に、本質的
に共線的１５３１区画１５３０Ｃ、１５３０Ｄおよび１５３０Ｅを含み得る。しかしなが
ら、図１８に図示された例示的な実施とは異なり、区画１５３０Ｆを、区画１５３０Ｅの
一体的な最も底部の部分として構成することができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　図２０Ａ、図２０Ｂ、および図２０Ｃに図示されるような本発明の実施形態のまださら
なる例示的な実施によると、消毒キャップ２０００は、ニードルレスコネクタ９の先端部
１２上に嵌合するとができ、ならびに閉鎖頂部２０２２、外側側壁表面２０２０を有する
側壁２００４、およびニードルレスコネクタ９の先端部を受け入れるためのハウジング２
００２内部の内部空洞２０２８への開口部２０２６を有する開放底部２０２４、を含むハ
ウジング２００２を含む。内部空洞２０２８は、アルコールに浸漬された消毒スポンジ２
０８０を収容する。ハウジング２００２の側壁２００４によって形成された底部２０２４
は、コネクタ９の先端部が空洞２０２８内部と確実に係合しているときに開口部２０２６
がニードルレスコネクタ９の外側表面２５と気密封止を形成しないように、内側側壁表面
２０３２を有する底部部分２０９０を含む。図１５の実施例におけるように、消毒スポン
ジ２０８０を含む内部空洞２０２８を封止するために、１５９９のような取り外し可能な
カバーをキャップ２０００の底部２０２４に取り付けることができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　例示的な実施において、内側側壁表面２０３２によって形成された内部空洞２０２８へ
の開口部２０２６は、本質的に円形であり、および開口直径２０２６Ａが内側側壁表面２
０３２とニードルレスコネクタ９の外側表面２５との間に通気間隙２０２７をもたらすよ
うに、ニードルレスコネクタ９の外側表面２５のフランジ直径２０３３よりも大きい開口
直径２０２６Ａを有する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　内部空洞２０２８は、ニードルレスコネクタ９のねじ山１３と係合するために、側壁２
００４の内側側壁表面２０３０上のねじ山２０４０を含む。例示的な実施において、ねじ
山２０４０の少なくとも部分は、ニードルレスコネクタ９のねじ山１３とのより確実な係
合を容易にするための突起２０４０Ａを含むことができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　図２１Ａ、図２１Ｂ、および図２１Ｃに図示されるような本発明の実施形態のまださら
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なる例示的な実施によると、消毒キャップ２１００は、ニードルレスコネクタ９の先端部
１２上に嵌合することができ、ならびに閉鎖頂部２１２２、外側側壁表面２１２０を有す
る側壁２１０４、およびニードルレスコネクタ９の先端部を受け入れるためのハウジング
２１０２内部の内部空洞２１２８への開口部２１２６を有する開放底部２１２４、を含む
ハウジング２１０２を含む。内部空洞２１２８は、アルコールに浸漬された消毒スポンジ
２１８０を収容する。ハウジング２１０２の側壁２１０４によって形成された底部２１２
４は、コネクタ９の先端部が空洞２１２８内部と確実に係合しているときに開口部２１２
６はニードルレスコネクタ９の外側表面２５と気密封止を形成しないように内側側壁表面
２１３２を有する底部部分２１９０を含む。消毒スポンジ２１８０を含む内部空洞２１２
８を封止するために、図１５の実施例におけるように、１５９９のような取り外し可能な
カバーをキャップ２１００の底部２１２４に取り付けることができる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　例示的な実施において、内側側壁表面２１３２によって形成された内部空洞２１２８へ
の開口部２１２６は、本質的に円形であり、および開口直径２１２６Ａが内側側壁表面２
１３２とニードルレスコネクタ９の外側表面２５との間に通気間隙２１２７をもたらすよ
うに、ニードルレスコネクタ９の外側表面２５のフランジ直径２１３３よりも大きい開口
直径２１２６Ａを有する。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　内部空洞２１２８は、側壁２１０４の内側側壁表面２１３０上に、ニードルレスコネク
タ９のねじ山１３と係合するための、ねじ山２１４０を含む。例示的な実施において、ね
じ山２１４０の少なくとも部分は、ニードルレスコネクタ９のねじ山１３とのより確実な
係合を容易にするための突起２１４０Ａを含むことができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　キャップ３０００および空洞３０２８が頂部３０２２に存在するより大きい横断面を有
する本質的に円錐台状である例示的な実施において、図２３Ａの実施例において示される
ように、係合ねじ山３０４０は、それが空洞３０２８内に進むにつれて、コネクタ９３の
より確実な係合を提供することができる。非係合ねじ山３０４２は、例えば、空洞３０２
８内部のコネクタ９３のさらなる位置合わせまたは保持を容易にするために、干渉嵌合を
提供することができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
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　図２４Ａに図示されたようなまだ別の例示的な実施においてならびに図１７Ｃおよび図
２１Ｂの例示的な実施形態と同様に、キャップ３０００は、例えば、キャップ３０００を
取り扱い、コネクタ９３を（空洞３０２８内に）係合させ、および／またはコネクタ９３
を（空洞３０２８から）係合解除するようなときにキャップ３０００のよりよい握りを容
易にするために、ハウジング３００２の外側側壁表面３０２０上に形成されたリッジ３０
９８を含む。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　図２５Ａおよび図２５Ｂを参照して、本発明の例示的な実施形態による分配デバイス２
２６０は、ミシン目が入れられたストリップ２２２０上に配置された複数のキャップ２２
３０を含む。例示的な実施において、ミシン目２２７０は、ストリップ２２２０上に配置
されたキャップ２２３０間に形成されて、その上に配置された少なくとも１つのキャップ
２２３０を有するストリップ２２２０の部分２２７２を画定する。キャップ２２３０は、
図１Ａ、図１Ｂおよび図３Ａから図２１Ｃの実施例において図示されならびにそれらを参
照して上述されたキャップのうちのいずれかのように構造的および機能的に構成され得る
。例示的な実施において、ストリップ２２２０は、例えば、図１Ａ、図１Ｂ、図４Ｂ、図
８Ｂ、図１１Ｂ、図１４Ｂ、図１５、図２０Ｂ、図２１Ｂ、図２５Ａを参照して上述され
るように、各キャップ２２３０の内部空洞を封止するために各キャップ２２３０の底部に
取り付けられるキャップカバーとして構成されたピールストリップであり得る。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　本発明の例示的な実施形態によると、分配デバイス２２６０は、図２５Ａおよび図２５
Ｂに示されるようにキャップ２２３０の単一の列を有するミシン目が入れられたストリッ
プ２２２０、またはそのような実施の上面図を示す図２５Ｃの実施例に例示されるように
ミシン目２２７３によって分離されるキャップ２２３０の多数の列を有するミシン目が入
れられたストリップ２２５０、を有するように構成され得る。図２５Ｄの側面図に図示さ
れるようなまだ別の例示的な実施形態によると、分配デバイス２２６０は、２つの封止さ
れたキャップ２２３０を後の使用のためにミシン目２２７５においてストリップ２２５５
から選択的に切り離す（図２５Ｄ参照）および／または即時の使用のためにストリップ２
２５５の両側から個々に取り外す（図２５Ｄ参照）ことができるように、２つの対向側面
２２６５および２２６７を有する両面型のミシン目が入れられたピールストリップ２２５
５、ならびにその両側において取り付けられたキャップ２２３０、を有するように構成さ
れ得る。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　図２５Ａ、図２５Ｂ、図２５Ｃ、および図２５Ｄに図示されるように、ストリップ２２
２０／２２５０／２２５５は、本質的に平坦であり、および各キャップ２２３０中間にミ
シン目を有する。したがって、各ミシン目が入れられたキャップストリップ区画を、後の
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使用のためにキャップ２２３０を剥がして開けることができるように、主ストリップから
ちぎりまたは切り離すことができる（図２５Ｂ参照）。または、代替的に、即時の使用の
ために、各キャップをキャップストリップから剥がして開くことができる（図２５Ａ参照
）。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　さらに例示的な実施において、各キャップ２３３０は、例えば、ストリップ２３２０の
表面に取り付けられおよびそこから延びるプロング２３８０によって、ストリップ２３２
０に取り付けられている。例示的な実施において、プロング２３８０は、各キャップ２３
３０を（例えば、キャップの頂部の外面において）主射出成型ランナーバーとして構成さ
れたストリップ２３２０と接続するランナーゲートプロングとして構成される。図２６Ａ
の実施例において図示されるように、プロング２３８０から引き千切られまたは切り離さ
れたキャップ２３３０は、それが後刻において使用され得るように、キャップに依然とし
て付着したピールフィルム２３７２を有する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　図２６Ｂの実施例において図示されるようなまだ別の例示的な実施において、分配デバ
イス２３６０は、例えば２つのキャップ２３３０をストリップ２３７２上の本質的に同一
の長手方向の場所においてストリップ２３７２に取り付けることができるように、その直
径方向反対側においてストリップ２３７２に取り付けられる多数のプロング２３８０を有
し得る。そのような構成は、例えば、同一長のストリップに取り付けられる２倍の数のキ
ャップを可能にし得る。
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